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Abstract
　In the Integrated Community Care System, pharmacists are expected to play a central role in addressing 
patients’ drug problems. Therefore, it is necessary to know the patients’ drug problems as well as the occupations 
of professionals in solving these problems, and to clarify the problems to be preferentially resolved. Thus, we 
surveyed care managers working in a district near the Josai University pharmacy about their drug problem 
recognition and the professionals who solved these problems. Many of the care managers identified “the patient 
has leftover drugs” and “the patient has declining cognitive abilities” as drug problems. Many of the care managers 
expected pharmacists to solve the problems of “the patient has leftover drugs” and “the patient does not 
understand the dosage regimen.” “The patient has leftover drugs,” “the patient needs allotting of drugs to ensure 
adherence,” “the patient does not understand the significance of the meditation,” and “the patient does not 
understand the dosage regimen” are drug problems in which pharmacists should preferentially intervene and play 
a role in the Integrated Community Care System.

Key words : care manager, Integrated Community Care System, interdisciplinary cooperation, pharmacist, 
pharmacy

緒　　　言

　日本は，諸外国に例をみないスピードで少子高齢化が
進行しており，団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以
降に，国民の医療や介護の需要が現在より増加すると見
込まれている1）．そのため，厚生労働省においては 2025
年を目処に，高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目
的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるように地域
の包括的な支援・サービス提供体制（以下，地域包括ケ
アシステム）の構築を推進している2）．地域包括ケアシ
ステムの推進において，薬局および薬剤師が薬学的管
理・指導を適切に実施する環境を整える観点から，かか

りつけ薬局の要件を具体的に明確化するなど，薬局全体
の改革の方向性について検討することが「規制改革に関
する第 3 次答申」（平成 27 年 6 月 16 日規制改革会議）
や「規制改革実施計画」（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）
に盛り込まれた．閣議決定を受けて，厚生労働省は
2015 年 10 月に「患者のための薬局ビジョン」を公表し
た3）．このビジョンの中で，薬剤師は，地域包括ケアシ
ステムの対象となる要介護者や在宅患者への対応として
服薬アドヒアランスの向上や残薬管理等の業務をはじめ
として，在宅医療に積極的に関与していくことが必要で
あると記されている．
　一方で，在宅医療，介護を受けている患者は，地域包
括ケアシステムにおいて，単一の事業所から提供される
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単一のサービスで支えられるのではなく，身体の状況や
家族，住居等の環境に応じて，様々な地域資源を組み合
わせながら支えられるべきであることから，多職種間の
連携が重要とされている4）．「患者のための薬局ビジョ
ン」の中にも，薬局は地域の社会資源等に関する情報を
十分把握し，地域包括支援センターや居宅介護支援事業
所，訪問看護ステーションなどの地域包括ケアの重要な
役割を果たす多職種と連携体制を構築していることが必
要であると記されている．
　薬剤師が地域包括ケアシステムにおいて，薬物治療に
関して一翼を担うには，要介護者の抱える薬の問題解決
に向けて，他職種との情報の授受を行いながら，中心的
な役割を果たす必要がある．そのためには患者が抱える
薬の問題に対してどの職種が対応しているか現状を把握
し，中心的な役割を果たすために薬剤師の優先的に介入
すべき問題を明確にする必要があるが，現在まで，この
ような視点で調査した報告はみあたらない．そこで，地
域包括ケアシステムに関わる職種の中で，在宅患者に包
括的・継続的なケアマネジメントによる支援を行ってい
る介護支援専門員に対してアンケート調査を実施し，在
宅患者の抱える薬の問題および問題解決の依頼先を調べ
た．
　調査にあたっては，患者が抱える薬の問題として，著
者らが既報で報告した「薬剤師提供サービスチェック
シート」の問題項目を介護支援専門員用の質問用に改変
した項目を用いた5）．そして，介護支援専門員が薬に関
する問題解決を，現在，どの職種に依頼しているのか，
また，本来どの職種に依頼したいと考えているのかを調
べ，調査対象者である介護支援専門員と薬剤師の連携に
ついて考察を試みた．

方　　　法

1． 調査対象
　埼玉県坂戸市地区，同県鶴ヶ島市地区，同県入間郡毛
呂山町地区に勤務する介護支援専門員を対象とした．
2． 調査項目
1）回答者の属性
　回答者の属性として，性別および年齢，介護支援専門
員としての実務経験年数（調査日までに居宅支援事業所
に勤務し，ケアプランの作成にかかわった期間），基本
職種（介護支援専門員の受験対象として定められている
法定資格，相談援助業務，介護等業務などの資格）を調
べた．
2） 要介護者に生じている薬の問題に関する介護支援専

門員の認識調査
　薬の問題の項目およびチェック欄からなる調査用紙を
作成した．薬の問題の項目は，著者らが在宅患者の需要
を調査したときに用いた「薬剤師提供サービスチェック

シート」の項目を介護支援専門員の質問用に改変した5）．
さらに，残薬問題，および，ポリファーマシーに関連し
た項目として，「薬が余っている」，および，「薬の数を
必要以上に多いと感じる」を加え，項目数を 20 とした．
調査項目は著者らのうち，薬剤師経験 20 年以上の 5 人
で協議して決定した．調査時点で問題として認識してい
る項目に「○」印をつけるように明記した．
3）介護支援専門員が問題解決を依頼する職種
　薬の問題の項目ごとに，在宅患者に関わる職種の選択
欄を設けた．選択する職種は，在宅医療・介護業務に携
わっている介護支援専門員（回答者），介護員，看護師，
薬剤師，医師，その他の職種および家族とした．職種を
選択する際に，現在，問題解決を依頼している職種には

「○」印を，本来，問題解決を期待する職種には「◎」
印を記入するように記載した．
　2）および 3）の調査用紙を図 1 に示す．
3． 調査方法
　平成 29 年 2 月あるいは 3 月に開催された各地区の介
護支援専門員の研修会にて，同意を書面で得たのち，ア
ンケート調査用紙を配布，無記名方式でアンケート調査
を実施した．調査用紙は回答後に研修会場にて回収し
た．
4． 用語の定義
　結果および考察の内容が冗長になるのを避けるために
次のように用語を定義した．
1）実依頼数
　現在，介護支援専門員が問題解決依頼先として「○」
印をつけた数を職種ごとに合計し，実依頼数とした．
2）本来依頼数
　本来，介護支援専門員が問題解決を希望する職種とし
て「◎」印をつけた数を職種ごとに合計し，本来依頼数
とした．
3）実依頼数と本来依頼先の間のギャップ数
　回答者が同じ項目で異なる職種欄に「○」印と「◎」
印を記載した場合，現在依頼している職種は，本来依頼
したい職種に何らかの理由で依頼できず代替として依頼
していると考えられる．そこで，「○」印だけでなく

「◎」印も記載されている場合，その「○」印を記載し
た回答者数を合計し，実依頼数と本来依頼先の間の
ギャップ数とした．
5． 研究の倫理的配慮
　対象となる介護支援専門員に研究の目的，プライバ
シーの保護，本研究以外にデータを使用しないことにつ
いて，文書および口頭で説明し承諾を得られた者のみを
調査対象とした．なお，本研究は城西大学の「人を対象
とする医学系研究倫理審査委員会」の承認を得た（承認
番号　人医倫－ 2017-16A）．
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結　　　果

　各地区の研修会参加者 76 名全員から回答を得，記入
漏れのあった 5 名を除いた 71 名を有効回答数として解
析対象とした．
1． 地区別回答者数
　坂戸市 44 名，鶴ヶ島市 18 名，毛呂山町 9 名であっ
た．
2． 回答者の属性
　 男 性 9 名， 女 性 62 名， 平 均 年 齢（S.D.） は，52.9

（10.9）歳であった．
3．介護支援専門員としての実務経験年数
　平均年数（S.D.）は，7.6（4.8）年であった．
4． 主な基本職種
　介護福祉士 37 名（52.1％），看護師 12 名（16.9％），
社会福祉士 8 名（11.2％），介護職 7 名（9.9％），その他
の職種 9 名（12.7％）であった．
5．  患者の抱えている薬の問題として介護支援専門員

が認識している項目
　結果を表 1 に示す．患者が抱えている薬の問題として
最も多くの介護支援専門員が認識していた項目は項目番
号 7 の「薬が余っている」であり，回答者数は 66 名で
あった．以下，回答者数の多い項目名および回答者数

（括弧内）は次のとおりであった．項目番号 9 の「認知
力が低下している」（61），項目番号 8 の「薬の仕分けが
必要」（59），項目番号 1 の「服用意義を理解していな
い」（57），項目番号 2 の「用法・用量を理解していな

い」（52）であった．一方，認識した人数の少ない項目
は，回答者数の少ない順に，項目番号 12 の「聴覚障害
がある」（11），項目番号 15 の「アレルギーの経験があ
る」（18），項目番号 14 の「薬の飲み合わせで問題が生
じた経験がある」（20），項目番号 11 の「視覚障害があ
る」（21），項目番号 5 の「お薬手帳を持っていない」

（22）であった．
6． 介護支援専門員が問題解決を依頼する職種
1）実依頼数
　実依頼数の 20 以上の項目，職種および実依頼数（括
弧内）は次のとおりであった．項目番号 1 の「服用意義
を理解していない」の医師（26），看護師（26），薬剤師

（21），項目番号 2 の「用法・用量を理解していない」の
看護師（24），医師（23），薬剤師（21），項目番号 6 の

「服薬時間が不規則である」の介護員（26），家族（22），
項目番号 7 の「薬が余っている」の薬剤師（26），看護
師（23），家族（23），項目番号 8 の「薬の仕分けが必
要」の看護師（26），家族（25），項目番号 9 の「認知力
が低下している」の家族（30），介護員（24），介護支援
専門員（22），看護師（20），項目番号 17 の「排泄に関
する問題がある」では看護師（21），医師（20），項目番
号 18 の「睡眠に関する問題がある」では医師（26），項
目番号 20 の「薬の数を必要以上に多いと感じる」では
医師（25）であった．
2）本来依頼数
　本来依頼数が 6 以上の項目，職種および本来依頼数

（括弧内）は次のとおりであった．項目番号 1 の「服用

自分 介護員 看護師 薬剤師 医師 家族
その他

（具体的な職
種）

服用意義を理解していない

用法・用量を理解していない

自分で薬を管理している

お薬手帳をいくつも持っている

お薬手帳を持っていない

服薬時間が不規則である

薬が余っている

薬の仕分けが必要（薬カレンダー等が必要）

認知力が低下している

嚥下困難がある

視覚障害がある

聴覚障害がある

副作用の経験がある

薬の飲み合わせで問題が生じた経験がある

アレルギーの経験がある

食事に関する問題がある（美味しくないと感じ
る、摂取量が少ないなど）

排泄に関する問題がある（きちんと出ない）

睡眠に関する問題がある（寝付きが悪い、夜中に
目が覚めてしまう）

ふらつきがみられる

介護支援
専門員が

薬の数を必要以上に多いと感じる

利用者様
が

薬の問題
現在、薬の問題
として認識して
いる項目に○

現在依頼している、あるいは依頼予定の職種に○（複数回答可）、
本来依頼したい職種がある場合はその職種にも◎をつけてください 対応する

必要がな
い

利用者様
の

利用者様
に

この表には薬の問題について列挙しました。現時点で薬の問題と認識している項目について○印をつけ、○印をつけた項目の問題解決を誰に依頼するか

答えてください。その他を選択した場合には、具体的な職種を記入してください。 

図 1　薬の問題に関する意識調査 アンケート
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表
1　
薬
の
問
題
項
目
と
介
護
支
援
専
門
員
の
問
題
認
識
数
お
よ
び
問
題
解
決
依
頼
職
種

項
目

利
用

者
様

が
利

用
者

様
の

利
用

者
様

に
介

護
支

援
専

門
員

が
服 用 意 義 を 理 解 し て い な い

用 法 ・ 用 量 を 理 解 し て い な い

自 分 で 薬 を 管 理 し て い る

お 薬 手 帳 を い く つ も 持 っ て い る

お 薬 手 帳 を 持 っ て い な い

服 薬 時 間 が 不 規 則 で あ る

薬 が 余 っ て い る

薬 の 仕 分 け が 必 要 （ 薬 カ レ ン ダ ー 等

が 必 要 ）

認 知 力 が 低 下 し て い る

嚥 下 困 難 が あ る

視 覚 障 害 が あ る

聴 覚 障 害 が あ る

副 作 用 の 経 験 が あ る

薬 の 飲 み 合 わ せ で 問 題 が 生 じ た 経 験

が あ る

ア レ ル ギ ー の 経 験 が あ る

食 事 に 関 す る 問 題 が あ る （ 美 味 し く

な い と 感 じ る ， 摂 取 量 が 少 な い な ど ）

排 泄 に 関 す る 問 題 が あ る （ き ち ん と

出 な い ）

睡 眠 に 関 す る 問 題 が あ る （ 寝 付 き が

悪 い ， 夜 中 に 目 が 覚 め て し ま う ）

ふ ら つ き が み ら れ る

薬 の 数 を 必 要 以 上 に 多 い と 感 じ る

項
目

番
号

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

問
題

認
識

数
57

52
41

26
22

48
66

59
61

35
21

11
29

20
18

34
35

43
38

48
職

種
依

頼
の

種
類

介
護

支
援

専
門

員
実

依
頼

数
15

8
10

5
4

13
18

15
22

8
6

3
3

4
3

5
6

9
10

9
本

来
依

頼
数

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

実
依

頼
数

と
本

来
依

頼
先

の
間

の
ギ

ャ
ッ

プ
数

8
4

1
1

1
2

3
3

4
2

2
1

2
2

3
1

1
1

1
3

介
護

員
実

依
頼

数
8

8
10

1
0

26
16

15
24

11
10

7
3

0
2

9
11

4
8

1
本

来
依

頼
数

2
1

1
0

0
4

3
2

3
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

実
依

頼
数

と
本

来
依

頼
先

の
間

の
ギ

ャ
ッ

プ
数

2
1

1
0

0
4

3
3

2
2

0
0

2
0

2
2

2
1

2
1

看
護

師
実

依
頼

数
26

24
10

1
1

12
23

26
20

13
7

6
5

6
5

9
21

10
9

7
本

来
依

頼
数

0
1

3
0

0
1

1
3

2
2

1
1

0
0

0
0

2
1

1
1

実
依

頼
数

と
本

来
依

頼
先

の
間

の
ギ

ャ
ッ

プ
数

7
8

1
0

0
2

4
8

1
1

0
0

2
2

2
5

4
1

2
3

薬
剤

師
実

依
頼

数
21

21
9

14
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意義を理解していない」の薬剤師（8），医師（7），項目
番号 2 の「用法・用量を理解していない」の薬剤師

（14），項目番号 3 の「自分で薬を管理している」の薬剤
師（7），項目番号 4 の「お薬手帳をいくつも持ってい
る」の薬剤師（6），項目番号 7 の「薬が余っている」の
薬剤師（12），項目番号 8 の「薬の仕分けが必要」の薬
剤師（14），項目番号 13 の「副作用の経験がある」の薬
剤師（8），医師（6），項目番号 14 の「薬の飲み合わせ
で問題が生じた経験がある」の薬剤師（6），項目番号
20 の「薬の数を必要以上に多いと感じる」の医師（8），
薬剤師（6）であった．
3）実依頼数と本来依頼先の間のギャップ数
　実依頼数と本来依頼先の間のギャップ数が 5 以上の項
目，職種および実依頼数と本来依頼先の間のギャップ数

（括弧内）は次のとおりであった．項目番号 1 の「服用
意義を理解していない」の介護支援専門員（8），看護師

（7），医師（5），項目番号 2 の「用法・用量を理解して
いない」の看護師（8），医師（7），項目番号 3 の「自分
で薬を管理している」の家族（5），項目番号 8 の「薬の
仕分けが必要」の看護師（8），家族（6），項目番号 16
の「食事に関する問題がある」の看護師（5）であった．　

考　　　察

　薬剤師が地域包括ケアシステムにおいて，薬物治療に
関して中心的な役割を果たすためには，本研究のアン
ケート項目に用いた「薬の問題」全般の解決に主体的に
関わる必要がある．しかし，項目番号 1 の「服用意義を
理解していない」，項目番号 2 の「用法・用量を理解し
ていない」の医師および看護師，項目番号 6 の「服薬時
間が不規則である」の介護員および家族，項目番号 8 の

「薬の仕分けが必要」の看護師および家族は，薬剤師よ
り実依頼数が多く，項目番号 7 の「薬が余っている」で
は，薬剤師の実依頼数より看護師および家族の実依頼数
が僅かに少ないだけであった．
　一方，前述のうち，項目番号 1，2，7，8 では薬剤師
の本来依頼数が多く，項目番号 1，2 では医師および看
護師の実依頼数と本来依頼先の間のギャップ数が，項目
番号 8 では看護師と家族の実依頼数と本来依頼先の間の
ギャップ数が多いことから問題の解決を薬剤師に依頼し
たいが依頼できていない，依頼職不一致が生じているこ
とがわかった．
　本研究により，薬剤師が優先的に取り組むべき課題の
具現化ができたと考える．すなわち，問題認識の度合い
が高く，薬剤師への実依頼数と本来依頼数の多い項目 7
の「薬が余っている」，項目 8 の「薬の仕分けが必要」，
項目 2 の「用法・用量を理解していない」，および，項
目 1 の「服用意義を理解していない」の問題に優先的に
取り組むことにより，薬剤師と介護支援専門員との連携

が強化され，依頼職不一致の解消に繋がると思われる．
　依頼職種の不一致が生じている理由として薬剤師の在
宅医療への介入の少ないことが考えられる6）．廣谷らは，
薬剤師自身は在宅医療の必要性を感じているものの，多
職種連携への不安などの理由により在宅業務実施にいた
らないと報告している7）．七海らは介護支援専門員との
連携改善策として，実務レベルでの業務連携の重要性を
あげている8）．薬剤師が本研究で調査した項目番号 1，
2，7，8 を重視して在宅医療に関与することにより，介
護支援専門員との実務レベルの連携が推進され，薬剤師
の連携に対する不安が解消し，在宅業務への薬剤師参画
の増加が期待できると思われる．
　上述の項目 1，2，7，8 は他の項目に比べ，薬剤師に
対する実依頼数および本来依頼数が高かった．しかし，
各項目の実依頼数と本依頼数の合計をそれぞれの問題認
識数で除すと，50 ～ 67％であり，薬剤師業務としての
認知度および理解度の高くないことも，依頼職種の不一
致の原因であると推測された．七海らは，介護支援専門
員の薬剤師の役割や具体的な業務内容に対する認知度の
低さが，薬剤管理指導業務の理解度の低さおよびケアプ
ランへの組込の少なさに影響していると報告しており，
理解度を高めるには，薬剤管理指導業務の認知度および
必要性を高めることが必要であると考察している9,10）．
　他方，渡邉らは，介護支援専門員に対して薬局薬剤師
の説明会を開催し，受講前に比べて受講後に薬剤師業務
に対する期待度が高くなったことを報告している11）．期
待度が高まることにより，薬剤師の在宅業務への認知度
および必要性が高まると推測される．また，薬剤管理指
導業務の認知度の低い介護支援専門員は訪問薬剤管理指
導業務の研修会を希望しているとの報告もあることか
ら，薬剤師が地域包括ケアシステムの一翼を担うために
は介護支援専門員への説明会開催による薬剤師業務の周
知に積極的に取り組むことが重要であると思われた9,10）．
　次に薬剤師への依頼数が少ない項目の中で，今後，薬
剤師が地域包括ケアシステムの一員として認識されるた
めに必要な問題について考察する．まず，介護支援専門
員の 61 名が薬の問題として認識し，さらに家族を含め
たすべての職種の中で，薬剤師の実依頼数が最も少な
かった項目番号 9 の「認知力が低下している」である．
薬剤師は認知機能の低下した在宅患者に対して，認知機
能を低下させる可能性のある薬剤の検索，服用回数削減
の提案，内服薬から貼付薬等の剤形変更の提案，患者宅
に保管されている薬剤の有効期限の確認，患者の認知機
能やパーソナリティに応じた服薬方法の考案を行い，患
者の服薬コンプライアンスを改善した例を報告してい
る12-14）．これらを多くの薬剤師が実践すると同時に，認
知症患者に対する薬剤師の在宅における対応を介護支援
専門委員に周知する必要があると考える．
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　また，項目番号 20 の「薬の数を必要以上に多いと感
じる」では医師への実依頼数が最も多かった．しかし，
医師は，患者の状態が変化しない限り処方変更に消極的
である15）．薬剤師がガイドラインを参考に，処方を見直
し，必要であれば医師に処方変更を提案すべきである．
日本老年医学会では高齢者の服薬の適性化を目指して，
2015 年に「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」
を発刊した16）．この書籍は豊富なエビデンスに基づいて

「特に慎重な投与を要する薬物」のリストが作成されて
おり，患者の処方を見直す上で参考となる．著者らは，
実際にこのガイドラインを参考にして在宅患者の削減薬
リストを作成，医師と協議し，服用薬を削減することが
可能であることを実証した17）．
　さらに，本研究から，介護支援専門員の薬の問題認識
について改善すべき点のあることがわかった．項目番号
4 および 5 のお薬手帳関連，項目番号 13 の「副作用の
経験がある」，項目番号の 14 の「薬の飲み合わせで問題
が生じた経験がある」，項目番号 15 の「アレルギーの経
験がある」を薬の問題として認識している介護支援専門
員はおおよそ 3 割と少なかった．高齢者は若年者に比べ
て薬物有害事象の発生が多く，副作用，薬物相互作用お
よびアレルギー反応の出現に対して若年者に比べ注意深
く観察することが肝要である16）．そして，患者個別の薬
物有害事象の起こりやすさを知る情報源がお薬手帳であ
る．患者の安全性を確保するためにも介護支援専門員
に，項目番号 4，5，13，14，および 15 について，重要
かつ一連の問題として認識してもらうよう周知する必要
性を感じた．
　本研究は，回答者の同意を得る必要があったため城西
大学薬局近隣の 3 市町で調査を実施した．平成 22 年度
の厚生労働省の全国調査と介護支援専門員の属性，実務
経験年数を比較すると，女性が 16％多く，平均年齢は
8.5 歳高く，実務経験年数は 0.6 年少なかった18）．また，
平成 26 年度の三菱総合研究所の全国調査と介護支援専
門員の基本職種を比較すると，看護師および社会福祉士
の割合がそれぞれ 5.4％および 1％高く，介護福祉士お
よび介護職の割合は，それぞれ 11.3％および 4.4％低く
かった19）．全国調査より今回の調査の平均年齢の高い理
由は厚生労働省の全国調査から年数を経ているためと思
われた．他の属性等の全国調査と異なっており，地域の
選択バイアスの可能性を否定できなかった．
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